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上記の事項は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト
（http://www.toyota-boshoku.com/）に掲載することにより、株主の皆様に
提供したものであり、監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して、
監査をした対象の一部です。
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重要な会計方針に係る事項に関する注記
　１．資産の評価基準及び評価方法
　(1) 有価証券
　　①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
　　②その他有価証券
　　　時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
　　　時価のないもの 移動平均法による原価法
　(2) デリバティブ取引により生じる債権及び債務
　　　時価法により評価しております。
　(3) たな卸資産
　　　製品・原材料・仕掛品・貯蔵品は、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ
　　　く簿価切下げの方法により算定）により評価しております。

　２．固定資産の減価償却の方法
　　　償却の方法は、有形固定資産（リース資産を除く）については定率法、無形固定資産については定
　　　額法、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、
　　　残存価額を零とする定額法を採用しております。

　３．引当金の計上基準
　(1) 貸倒引当金
　　　一般債権については貸倒実績率等を含めて総合的に勘案し、貸倒懸念債権等特定の債権については
　　　個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　(2) 役員賞与引当金
　　　役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
　(3) 製品保証引当金
　　　製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、将来支出が見込まれる額を計上してお
　　　ります。
　(4) 退職給付引当金
　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
　　　き計上しております。
　(5) 債務保証損失引当金
　　　債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を個別に勘案し、損失負担見積額を計上して
　　　おります。
　(6) 事業整理損失引当金
　　　事業の譲渡等に伴い発生することとなる損失の見込額を計上しております。

　４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　(1) 消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。　
　(2) のれんの償却に関する事項
　　　のれんの償却については、原則として発生時以降５年間の均等償却を行っておりますが、金額が
　　　僅少な場合は、発生時に一括償却しております。

会計方針の変更
（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」
という。）、及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下
「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の
費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合につ
いては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の
計算書類に反映させる方法に変更しております。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、及び事業分離等会計
基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたっ
て適用しております。
　この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ144百万円減少して
おります。

(追加情報)
　　(連結納税制度の適用）
　　　当事業年度より連結納税制度を適用しております。

個　別　注　記　表
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（法人税等の税率変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等
の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始
する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及
び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.4％から平成28年４月１日に開始する事業
年度に解消が見込まれる一時差異については30.3％に、平成29年４月１日に開始する事業年度以降に
解消が見込まれる一時差異については30.2％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が
見込まれる一時差異については29.9％となります。
　この結果、当事業年度末において、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が
1,584百万円減少し、法人税等調整額が1,615百万円、その他有価証券評価差額金が30百万円、それぞ
れ増加しております。

貸借対照表に関する注記
　１．担保に供している資産及び担保に係る債務
　(1) 担保に供している資産 建物 272百万円

構築物等 9百万円
土地 939百万円
計 1,221百万円

　(2) 担保に係る債務 預り保証金 392百万円

　２．有形固定資産の減価償却累計額 223,522百万円
　　　上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

　３．偶発債務及び金融機関からの借入等に対する保証債務
 （1）偶発債務

　当社の連結子会社であるTB de Mexico, S.A. de C.V.（以下、ＴＢメキシコ）は、平成27年７月16
日にメキシコ税務当局から平成23年度の法人税申告不備により８月28日までに2,290百万メキシコペソ
の納付を命じる追徴課税通知を受領しました。ＴＢメキシコは、平成23年度の法人税申告について、
メキシコ税務当局と協議しながら申告・納税を行い、平成26年12月３日に受領証明書も取得しており
ますが、本通知は総収入を課税対象とし、改めて納税を命じる内容であります。ＴＢメキシコは、当
局からの指摘内容に承服しかねるため、平成27年10月６日（現地時間）に税務裁判所へ訴訟の提起を
行い、現在係争中であります。なお、ＴＢメキシコは平成27年９月より売掛金の差押えを受けてお
りましたが、追徴課税相当額の保証を差し入れたことにより、10月14日（現地時間）に売掛金の差押
え解除が認められました。今回の追徴課税命令及び本訴訟による業績への影響については、裁判の経
過内容に依存するものと判断しております。従って、現時点において、合理的な見積りが困難である
ことなどから引当金の計上等の処理は行っておりません。

 （2）金融機関等からの借入等に対する保証債務 6,425百万円

　４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　　　短期金銭債権 103,351百万円
　　　長期金銭債権 360百万円
　　　短期金銭債務 46,414百万円

損益計算書に関する注記
 （1）関係会社との取引高

　営業取引による取引高
　　売上高 436,446百万円
　　仕入高 342,499百万円
　営業取引以外の取引による取引高 16,425百万円

 （2）製品保証引当金繰入額
　製品保証引当金繰入額については、販売先への補償金額4,880百万円のうち、仕入先との合意により、
3,611百万円が仕入先より補填される見込みのため、当該金額を相殺した金額にて表示しております。

株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加623株は、単元未満株式の買取による増加623株であります。
　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少287,400株は、新株予約権の行使による減少287,400株であります。

減 少 株 式 数 期 末 株 式 数
普通株式（注） 2,334,114株 623株 287,400株

当 事 業 年 度 当 事 業 年 度 当 事 業 年 度 当 事 業 年 度
期 首 株 式 数 増 加 株 式 数

2,047,337株
合　　　　　計 2,334,114株 623株 287,400株 2,047,337株
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な要因は、退職給付引当金、減価償却費等であり、評価性引当額を控除しております。
繰延税金負債の発生の主な要因は、固定資産圧縮積立金、その他有価証券評価差額金等であります。

　
リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース
契約により使用しております。

関連当事者との取引に関する注記
　１．親会社及び法人主要株主等

　　（注）１．取引金額には、消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。
　　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　　　　　自動車部品の販売については、市場価格、総原価を勘案して希望価格を提示し、毎期価格交渉
　　　　　　　のうえ、一般的取引条件と同様に決定しております。
　　　　　　　自動車部品の購入については、提示された価格に基づき、毎期価格交渉のうえ、一般的取引条
　　　　　　　件と同様に決定しております。

　２．子会社及び関連会社等

　　（注）１．取引金額には、消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。
　　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　　　　　トヨタ紡織ヨーロッパ(株)及び紡織オートモーティブヨーロッパ㈲への短期借入金ならびに長
　　　　　　　期借入金への債務保証については、金融機関からの借入に対する債務保証であり、取引金額は
　　　　　　　期末時点の保証残高であります。当該債務保証につきましては、同額を債務保証損失引当金に
　　　　　　　計上しております。
　　　　　　　トヨタ紡織ヨーロッパ(株)への債権放棄については、欧州地域の事業整理に伴い行ったもので
　　　　　　　あります。
　　　　　　　自動車部品の購入については、提示された価格に基づき、毎期価格交渉のうえ、一般的取引条
　　　　　　　件と同様に決定しております。
　　　　　　　自動車部品の有償支給については、市場価格、総原価を勘案して決定しております。　

種類
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
(名)

事業上
の関係

その他の
関係会社

トヨタ
自動車㈱

愛知県
豊田市

百万円
635,401

自動車及び
同部品等の製
造・販売

被所有
直接 39.7
間接  0.1

兼任１
転籍６

当社製品
の販売等

自動車部品の
販売

398,053
売掛金 45,419

電子記
録債権

10,615

自動車部品の
購入

59,981 買掛金 10,443

種類
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目

期末残
高

(百万
円)

役員の
兼任等
(名)

事業上
の関係

子会社
トヨタ紡織
ヨーロッパ
㈱

ベルギー
ザベン
タム市

千ユーロ
383,534

自動車部品等
の製造・販売

所有
直接100.0

兼任３
設計業務の
委託

短期借入金へ
の債務保証

8,828 - -

長期借入金へ
の債務保証

3,876 - -

債権放棄 3,680 - -

子会社

紡織オート
モーティブ
ヨーロッパ
㈲

ドイツ
ゲーレッツ
リート市

千ユーロ
26

自動車部品等
の製造・販売

所有
間接100.0

- 債務保証等

長期借入金へ
の債務保証

1,293 - -

短期借入金へ
の債務保証

430 - -

子会社
トヨタ紡織
アメリカ㈱

米国
ケンタッ
キー州

千米ドル
539,742

自動車部品等
の製造・販売

所有
直接100.0

兼任３
設計業務の
委託

貸付金の回収 19,228 - -

子会社
トヨタ紡織
九州㈱

佐賀県
神埼市

百万円
480

自動車部品等
の製造・販売

所有
直接100.0

兼任１
同社製品
の購入

自動車部品
の購入

77,058 買掛金 8,077

自動車部品
の有償支給

47,490
未収
入金

6,088

子会社 ㈱コベルク
愛知県
刈谷市

百万円
97

自動車部品等
の製造・販売

所有
直接 52.0

-
同社製品
の購入

自動車部品
の購入

61,892 買掛金 6,070

自動車部品
の有償支給

56,457
未収
入金

6,054

関連会社
トヨタ車体
精工㈱

愛知県
高浜市

百万円
869

自動車部品等
の製造・販売

所有
直接 33.6

-
同社製品
の購入

自動車部品
の購入

32,456 買掛金 4,495
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３．兄弟会社等

　　（注）１．取引金額には、消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。
　　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　　　　　自動車部品の販売については、市場価格、総原価を勘案して希望価格を提示し、毎期価格交渉
　　　　　　　のうえ、一般的取引条件と同様に決定しております。

４．役員及び個人主要株主等

　　（注）１．取引金額には、消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。
　　　　　２．加藤宣明氏が第三者（㈱デンソー）の代表者として行った取引であります。
　　　　　３．取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　　　　　自動車部品の販売については、市場価格、総原価を勘案して希望価格を提示し、毎期価格交渉
　　　　　　　のうえ、一般的取引条件と同様に決定しております。

　
１株当たり情報に関する注記
　１．１株当たり純資産額 665円60銭
　２．１株当たり当期純損失 △ 24円72銭

種類
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
(名)

事業上
の関係

その他の
関係会社
の子会社

トヨタ車体
㈱

愛知県
刈谷市

百万円
10,371

自動車及び
同部品等の
製造・販売

被所有
直接 0.1

-
当社製品
の販売等

自動車部品
の販売

145,850
売掛金 16,119

電子記
録債権

5,553

種類
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
(名)

事業上
の関係

役員及
びその
近親者

加藤宣明 - -
当社監査役
㈱デンソー
取締役会長

- - -
自動車部品
の販売

34,164 売掛金 4,918
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

　１．連結の範囲に関する事項

　　　連結子会社　99社 トヨタ紡織東北㈱、トヨタ紡織九州㈱、ＴＢ物流サービス㈱、トヨタ紡織滋賀㈱、
ＴＢカワシマ㈱、トヨタ紡織アメリカ㈱、トヨタ紡織カナダ㈱、
トヨタ紡織ミシシッピＬＬＣ．、トヨタ紡織ブラジル㈲、トヨタ紡織
インディアナＬＬＣ．、トヨタ紡織アジア㈱、豊田紡織（中国）㈲、
トヨタ紡織サイアムメタル㈱、天津英泰汽車飾件㈲、広州英泰汽車飾件㈲、
トヨタ紡織ヨーロッパ㈱、トヨタ紡織トルコ㈱、トヨタ紡織南アフリカ㈱、
㈲トヨタ紡織ロシア、ＴＢＡＩポーランド㈲　　他

　２．持分法の適用に関する事項

　　　関連会社　　14社 東海化成工業㈱、トヨタ車体精工㈱、天津華豊汽車装飾㈲、
トリムリーダー㈱　他
なお、青島英聯精密模具㈲は、子会社の豊田紡織（中国）㈲による資本参加に伴い、
当連結会計年度より持分法適用の関連会社に含めております。

　３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　(1) 連結子会社のうち決算日が連結決算日（３月31日）と異なる子会社は次のとおりであります。
 　　 12月31日 トヨタ紡織ブラジル㈲、豊田紡織（中国）㈲、天津英泰汽車飾件㈲、
　　　　　　　 広州桜泰汽車飾件㈲　他　合計34社
　
　(2) 連結計算書類作成にあたっては、決算日の差異が３ヶ月を超えないため、各社の事業年度の計算
　　　書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っており
　　　ます。

　４．会計方針に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
　　①有価証券
　　　ア．満期保有目的の債券
　　　　　償却原価法（定額法）
　　　イ．その他有価証券
　　　　　時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
　　　　　時価のないもの 移動平均法による原価法
　　②デリバティブ取引により生じる債権及び債務
　　　時価法により評価しております。
　　③たな卸資産
　　　製品・原材料・仕掛品・貯蔵品は、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の
　　　低下に基づく簿価切下げの方法により算定）により評価しております。

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　　償却の方法は、主として、有形固定資産（リース資産を除く）については定率法、無形固定資産
　　　（リース資産を除く）については定額法、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース
　　　資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　(3) 重要な引当金の計上基準
　　①貸倒引当金
　　　一般債権については貸倒実績率等を含めて総合的に勘案し、貸倒懸念債権等特定の債権について
　　　は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　　②役員賞与引当金
　　　役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額の当連結会計年度負担額を計上し
　　　ております。
　　③製品保証引当金
　　　製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、将来支出が見込まれる額を計上して
　　　おります。
　　④役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
　　⑤事業整理損失引当金
　　　事業の譲渡等に伴い発生することとなる損失の見込額を計上しております。

連　結　注　記　表
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　(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　　①退職給付に係る会計処理の方法
　　　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基
　　　づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。
　　　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方
　　　法については、期間定額基準によっております。
　　　過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として17年）
　　　による定額法により費用処理しております。
　　　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
　　　年数（主として17年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用
　　　処理しております。
      未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部に
      おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
　　②消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
　　③のれんの償却に関する事項
　　　のれんの償却については、原則として発生時以降５年間の均等償却を行っておりますが、金額が
　　　僅少な場合は、発生時に一括償却しております。
　　
会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」
という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「

 連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９
月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続してい
る場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連
費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度
の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直
しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、
当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－
５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当連結
会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
　この結果、当連結会計年度の営業利益が144百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞ
れ255百万円減少しております。また、当連結会計年度末の資本剰余金が447百万円減少しております。
　当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の資本剰余金の期末残高は447百万円減少しております。

(追加情報)
(連結納税制度の適用)

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より、連結納税制度を適用しております。

（法人税等の税率変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等
の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始
する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資
産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.4％から平成28年４月１日に開始する
連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.3％に、平成29年４月１日に開始する連結会
計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.2％に、平成30年４月１日に開始する連結会計
年度以降に解消が見込まれる一時差異については29.9％となります。
　この結果、当連結会計年度末において、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）
が2,118百万円減少し、法人税等調整額が1,705百万円、その他有価証券評価差額金が30百万円、それ
ぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が443百万円減少しております。

連結貸借対照表に関する注記
　１．担保に供している資産および担保に係る債務
　(1) 担保に供している資産 建物及び構築物等 282百万円

土地 939百万円
計 1,221百万円

　(2) 担保に係る債務 預り保証金 392百万円
　２．有形固定資産の減価償却累計額 448,120百万円
　　　上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
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　３．偶発債務
　当社の連結子会社であるTB de Mexico, S.A. de C.V.（以下、ＴＢメキシコ）は、平成27年７月16
日にメキシコ税務当局から平成23年度の法人税申告不備により８月28日までに2,290百万メキシコペソ
の納付を命じる追徴課税通知を受領しました。ＴＢメキシコは、平成23年度の法人税申告について、
メキシコ税務当局と協議しながら申告・納税を行い、平成26年12月３日に受領証明書も取得しており
ますが、本通知は総収入を課税対象とし、改めて納税を命じる内容であります。ＴＢメキシコは、当
局からの指摘内容に承服しかねるため、平成27年10月６日（現地時間）に税務裁判所へ訴訟の提起を
行い、現在係争中であります。なお、ＴＢメキシコは平成27年９月より売掛金の差押えを受けており
ましたが、追徴課税相当額の保証を差し入れたことにより、10月14日（現地時間）に売掛金の差押え
解除が認められました。今回の追徴課税命令及び本訴訟による業績への影響については、裁判の経過
内容に依存するものと判断しております。従って、現時点において、合理的な見積りが困難であるこ
となどから引当金の計上等の処理は行っておりません。

連結損益計算書に関する注記
　製品保証引当金繰入額については、販売先への補償金額4,880百万円のうち、仕入先との合意により、
3,611百万円が仕入先より補填される見込みのため、当該金額を相殺した金額にて表示しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
　１．発行済株式の種類および総数に関する事項

　２．剰余金の配当に関する事項
　(1) 配当金支払額

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
　　  　平成28年６月14日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
　　　り提案しております。
　　　①配当金の総額 2,784百万円
　　　②１株当たり配当額 15円
　　　③基準日 平成28年３月31日
　　　④効力発生日 平成28年６月15日
　　　　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

　３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的と
　　　なる株式の種類および数

金融商品に関する注記
　１．金融商品の状況に関する事項
　　　当社グループは、資金運用については短期的な預金等で運用し、また、資金調達については主に
　　　金融機関からの借入れや社債の発行による方針であります。
　　　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま
　　　す。また、投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っ
　　　ております。
　　　借入金および社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金および社
　　　債は主に設備投資に係る資金調達であります。一部は金利変動リスクおよび為替変動リスクに
　　　さらされているため、金利スワップ取引および通貨スワップ取引を利用しております。なお、
　　　デリバティブ取引は、社内管理規程に基づき実施しております。
　２．金融商品の時価等に関する事項
　　　平成28年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額
　　　については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、
　　　次表には含まれておりません（（注２）参照）。

平成27年３月31日 平成27年６月15日

187,665,738株

187,665,738株

基準日 効力発生日

当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度
期 首 株 式 数 増 加 株 式 数 減 少 株 式 数 期 末 株 式 数

普　通　株　式 187,665,738株 － －

合　　　　　計 187,665,738株 － －

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

1株あたり
配当額
（円）

平成27年６月12日
普通株式 1,667 9

定時株主総会

平成27年９月30日 平成27年11月26日
取締役会

発行決議の日 平成22年６月23日

平成27年10月30日
普通株式 2,783 15

新株予約権の目的
普通株式

となる株式の種類
新株予約権の目的

143,400株
となる株式の数
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（単位：百万円）

(１) 現金及び預金
(２) 受取手形及び売掛金
     貸倒引当金(*１)

計
(３) 有価証券
(４) 投資有価証券
(５) 支払手形及び買掛金
(６) 短期借入金
(７) １年内返済予定の長期借入金
(８) 未払法人税等
(９) 長期借入金
(10) 社債
(11) デリバティブ取引(*２)
(*１)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(*２)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
　　となる項目については（）で示しております。

(注１) 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
(１)現金及び預金、(２)受取手形及び売掛金、（３）有価証券
　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
　　おります。
(４)投資有価証券
　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。　
(５)支払手形及び買掛金、(６)短期借入金
　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
　　おります。
(７)１年内返済予定の長期借入金　
　　１年内返済予定の長期借入金の時価については、主に、元利金の合計額を同様の新規借入れを行っ
　　た場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(８)未払法人税等
　　未払法人税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
　　よっております。
(９)長期借入金
　　長期借入金の時価については、主に、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定され
　　る利率で割り引いて算定する方法によっております。
(10)社債
　　社債の時価については、元利金の合計額を、同様の新規社債を発行した場合に想定される利率で割
　　り引いて算定する方法によっております。
(11)デリバティブ取引
　　　デリバティブ取引の時価は、取引先金融機関等から提示された価格によっております。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　　　 非上場株式等（連結貸借対照表計上額13,034百万円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッ
       シュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
       め、「(４)投資有価証券」には含めておりません。

１株当たり情報に関する注記
　１．１株当たり純資産額 1,065円72銭
　２．１株当たり当期純利益 21円02銭

連結貸借対照表
時価 差額

計上額
168,186 168,186 －
188,886
△ 607

188,278 188,278 －
5,000 5,000 －
2,920 2,920 －

178,714 178,714 －
48,538 48,538 －
23,881 24,070 189
7,168 7,168 －

（265） （265） -

52,505 52,992 487
20,000 20,441 441
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